
 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

   

子どもたちは、様々なメディアに囲まれた生活をしています。家にはテレビ、パソコン、ゲー

ム機。手元には携帯電話や携帯型ゲーム機。 

『携帯電話で無料のゲームをさせていたら、ある日、高額な請求が・・・ゲームそのものは無

料のアプリケーションでも「アイテムを買う」のは有料。驚いた家族は子どもがゲームにのめり

込んでいる状況をこの時やっと把握する。』よく聞く話です。 

子どもたちは楽しいことが大好きです。ゲームやＹｏｕＴｕｂｅなどは子どもの興味をひくも

のばかりで、制限がなければいつまでも続けられるでしょう。 

メディアとの過度の接触が、子どもの健康や学習に悪影響を及ぼしていても、周りの大人は意

外に気づいていないようです。 

就寝直前に目からの刺激があると、なかなか寝付くことができず、寝不足になって生活リズム

が崩れます。学習に集中できず、学力も付きにくくなります。 

「ゲーム脳」も心配です。激しい動きの画面を見ているのに、脳には、緊張時に流れるβ波で

はなく、安心時に流れるα波が流れます。勉強しているときにも流れるはずのβ波ではなく、α

波が流れてしまい、思考力が働かなくなります。そんな「ゲーム脳」の子どもに学力向上は期待

できません。 

では、どうすることが必要なのでしょうか。 

ある日突然、「今日からゲームは禁止」などと言って止められるなら、 

もうとっくに止めているはずです。取り上げるのではなく、メディア 

との過度な接触が体によくないことを分からせ、話し合って「使い方 

の約束」を自分で決めさせることが大事です。そして時には、「自分が 

決めたことは守らせる」という譲らない姿勢を大人が見せることも必 

要でしょう。 

また、ゲームやインターネットより楽しいことを教えることも効果的 

です。虫採り、釣り、工作、野球やサッカー、お絵かき、お料理・・・ 

私たちが子どもの頃やって楽しかったことは、現代の子どもも楽しいはずです。ただ、昔と違

って安全への配慮が必要な時代ですから、大人が関わりながら遊ばせたり、地域で意図的に取り

組ませたりする形がいいかもしれません。 

「ゲーム機を持たせるとおとなしく遊んでいるから」という大人の都合が、子どものためにな

らない事だとしたら・・・ 

さあ、今度の休みに家族みんなで釣りでもいかがですか？ 

 

 

 

 



 

 

 「学校だより しらかわ 第４号」で、下校時の子ども見守りをお願いしたところ、その

後たくさんのご家族の方が出迎えをしてくださったり、たくさんの地域の方々が子ども達

の下校時間に合わせて外に出てくださったりしています。本当にありがとうございます。 

 これからますます暑い時期になりますが、無理をなさらない範囲でご協力お願いいたし

ます。 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この取り組みは、「個に応じた学力の向上」をねらいとしたもので、 

基礎基本の定着を図るスキル学習を行う「ぐんぐんタイム」、漢字読 

み書きの力や計算力の向上を図る「全校国語・算数テスト、家庭学習 

の定着を図る「学習の手引き」を使った指導、お手本となる自学ノー 

トの掲示などを行うものです。もちろん、学力向上には、日々の授業 

を充実させることが最も大切ですが、短期集中で重点指導を行うことで「がんばるぞ」という気 

構えを持たせることができます。学力アップを目標にがんばっていきます。 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 日  11 水  21 土 添川読書の日・育成会キャンプ 

2 月 安全の日・農地水草取り 12 木 ALT 22 日 育成会キャンプ 

3 火 水泳 AM・クラブ活動 13 金 水泳 PM 23 月 B日課・通知表配付 

4 水 全校算数テスト 14 土  24 火 通知表配付・終業式 

5 木 ALT 15 日  25 水 夏休み開始 

6 金 水泳 PM 16 月 海の日 26 木  

7 土 PTA３年部会行事 17 火 水泳 AM・清掃週間 27 金  

8 日  18 水 通学班長会・小さな森作り 28 土  

9 月 農地水講話 19 木 通学班会・ALT 29 日  

10 火 水泳 AM・委員会 20 金 水泳 PM（着衣泳） 30 月  

      31 火 こども議会 

 

 

 

夏休み 

7 月 25 日（水）～  

8月 21日（火） 

22日が始業式です。 

 

 本校では、例年法務省事業「人権の花運動」に取り組んでい

ます。花を育てる活動を通して、生命の尊さを実感し、豊かな

心を育み、優しさと思いやりの心を体得する活動です。 

 ６月１３日（水）３・４年生の子ども達が、人権擁護委員の

方々にご指導いただきながら、たくさんの花苗を植えました。 

 


